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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録
令和７年９月２９日神山町農業委員会を
神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席農業委員は次のとおり（１３人）
１番 河口 正紀 ２番 鳥庭 純子 ３番 原田 健義
４番 森本 守 ５番 岡本 悦男 ６番 松原 和久
７番 相原 利章 ８番 藤森 正三 ９番 高橋 正和

１０番 鍛 喜文 １１番 山本 實義 １２番 加藤 宏行
１３番 河野 宏吉

・出席農地利用最適化推進委員は次のとおり（４人）
鬼籠野地区 河野 一弥 神領地区 小川 利文
下分、左右内、上分地区 粟飯原 俊幸
下分、左右内、上分地区 竹内 利夫

・欠席農地利用最適化推進委員は次のとおり（２人）
広野地区 佐藤 重樹 阿川地区 阿部 純孝

・出席した職員は次のとおり（２人）
事務局長 滝上 博文 事務局主任 樫本 憲司

１．開会

局長「定刻が参りましたので、農業委員会を開会していただきたいと思います。
本日は、全員の委員さんに出席いただいており、定数に達しておりますので総会が

成立しておりますことをご報告いたします。
また、農地利用最適化推進委員の佐藤委員さん、阿部委員さんより欠席の連絡があ

りました。
なお、本日は河野町長、竹内副町長ともに公務のため、欠席との連絡がありました

のでご報告させていただきます。
それでは、開会宣言を会長お願いします。」

２．開会宣言 （午後１時３１分）

会長「ただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

局長「はじめに、河野会長よりご挨拶を申し上げます。」

（河野会長挨拶）

局長「ありがとうございました。議長選出でございますが、農業委員会会議規則第５
条により、河野会長に議長を務めて頂き、議事の進行をお願いいたします。」

３．議事日程報告

議長「本日の会議の議事日程は、お配りしてあります議案書のとおりでございます。」
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日程第１ 議事録署名委員の指名について
日程第２ 議案第１６号 非農地証明願について
日程第３ 議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請について
日程第４ 議案第１８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の

規定による農用地利用集積等促進計画の意見聴取について

議長「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長「日程第１ 議事録署名委員の指名について、神山町農業委員会会議規則第18条
により議事録署名者を指名いたします。３番原田委員さん、４番森本委員さんにお願
いいたします。なお、会議書記には事務局の樫本主任を指名いたします。」

５. 議案第１６号について

議長「日程第２ 議案第１６号 非農地証明願についてを議題とします。事務局より
議案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の３ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、受付番号１０番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、農地が●●となっている●筆について相談があ

り、非農地証明願での申請となっております。
４ページから７ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題ござい

ません。
申請地の場所についてですが、８ページに位置図、９ページに公図を添付しており

ます。申請地は●●●●●●で、申請者の●●さん宅の●●となっております。
１０ページに現況写真を添付しております。１１ページ、１２ページには非農地化

を裏付ける資料として、平成１６年４月２１日に撮影された空中写真を添付しており、
平成１６年４月以前より●●●●●●いることがわかりますので、申請地が２０年以
上非農地化していることが確認できます。
受付番号１０番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１０番の担当委員の１２番加藤委員さん
から現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

加藤委員「９月２６日の朝に現地を確認して参りました。写真のとおり完全に●●●
しておりまして、畑への復帰意欲はないかと思われますので、よろしくお願いいたし
ます。」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１６号 受付番号１０番について
説明、意見をいただきました。ご質疑ございませんか。」

（質疑なしの声）
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議長「質疑ございませんので、議案第１６号 非農地証明願による許可申請について
受付番号１０番は原案どおり決するに異議ございませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がございませんので、議案第１６号 非農地証明願による許可申請につい
て受付番号１０番は原案のとおり決しました。」

６. 議案第１７号について

議長「日程第３ 議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題
とします。事務局より議案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の１３ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、受付番号１８番についてご説明をいたします。
譲受人の●●●●さんが譲渡人の●●●●さんから畑を●筆購入する案件でござい

ます。
１５ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、１６ページに位置図、１７ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●で譲受人の●●さん宅の●●に位置しております。１８
ページに現況写真を添付しております。
１９ページをご覧ください。譲受人 ●●さんの土地利用計画書について、内容を説

明させていただきます。構成員は●人で、●人が農作業に常時従事する予定でござい
ます。経営面積は田●●●●●㎡、畑●●●●●㎡、合計●●●●●㎡でございます。
営農計画の概要等についてですが、取得した農地では、主に●、●●●、●、●を栽
培し、自家消費分を除いた全量を販売する計画としております。以下の項目について
は記載のとおりでございます。
２０ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在、●●さんの所有農地は田●●●●●㎡、畑●●
●●●㎡、樹園地●●●●●㎡、合計●●●●●㎡で、借入地はございません。
２１ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請地

取得後は、●、●●、●●、●、●●●及び●を記載の面積のとおり栽培する予定で
ございます。農機具の所有状況は、●●●●●、●●●、●●●●●、●●●、●●
●●●を各●台、●●●を●台所有しております。
２２ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は●●さんが２５０日、●の●●さんが２５０日で、世帯等で耕作に必要な日数
１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。以上により農地法第３条
第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。
２４ページ、２５ページには譲受人 ●●さんの住民票を添付しております。
受付番号１８番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１８番の担当委員の１番河口委員さんか
ら、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」
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河口委員「該当農地は譲受人の所有農地の隣接地で、譲渡人体調不良により遊休化し
ているところを譲り受けるものであります。譲受人の現所有農地はよく管理されてい
るので特に問題は無いと考えております。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号１９番について事務局から説明をお
願いいたします。」

局長「それでは、受付番号１９番について説明をいたします。
譲受人の●●●●さんが譲渡人の●●●●さんから畑を●筆購入する案件でござい

ます。
２６ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、２７ページに位置図、２８ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●で町の●●●●の●●に位置しております。２９ペー
ジに現況写真を添付しております。
３０ページをご覧ください。譲受人 ●●さんの土地利用計画書について、内容を説

明させていただきます。構成員は●人で、●人が農作業に常時従事する予定でござい
ます。経営面積はございません。営農計画の概要等についてですが、取得した農地で
は、●●●を栽培し、自家消費分を除く全量を販売する予定でございます。以下の項
目については記載のとおりでございます。
３１ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在、●●さんの所有農地及び借入地はございません。
３２ページをご覧ください。作付予定作物についてですが、申請地取得後は、●●

●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所有状況ですが、現在
は所有しておらず、申請地取得後、●●●を●台導入する予定でございます。
３３ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は譲受人の●●さんが８０日、●の●●さんが８０日で、世帯等で耕作に必要な
日数１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。以上により農地法第
３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。
３５ページには譲受人 ●●さんの住民票を添付しております。
受付番号１９番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１９番の担当委員の１０番鍛委員さんか
ら、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

鍛委員「９月１７日事務局の樫本さんと●●さんと共に現地確認に行って参りました。
現場は●●●●●にある●●●のすぐ隣になります。また、現地は町道に面していて
障害になるものも無いので、問題ないと思いますのでよろしくお願いします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号２０番について事務局から説明をお
願いいたします。」

局長「それでは、受付番号２０番について説明をいたします。
譲受人の●●●●さんが、譲渡人の●●●●さんから田を●筆、畑を●筆購入する

案件でございます。
３６ページから４６ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、４７ページに位置図、４８ページから５０ページに

公図を添付しております。申請地は、●筆が●●●●●●で●●さん宅の●●に位置
しており、●筆が●●●●●●●で●●●●●さん宅の●●に位置しております。５
１ページから５８ページに現況写真を添付しております。
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５９ページをご覧ください。譲受人 ●●さんの土地利用計画書について、内容を説
明させていただきます。構成員は●人で、●人が農作業に常時従事する予定でござい
ます。経営面積は畑●●●㎡でございます。営農計画の概要等についてですが、取得
した農地では、●●●を栽培し、自家消費分を除く全量を販売する計画としておりま
す。以下の項目については記載のとおりでございます。
６０ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在、●●さんの所有農地は畑●●●㎡で、借入地は
ございません。
６１ページをご覧ください。作付予定作物についてですが、申請地取得後は、●●

●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所有状況ですが、●●
●●を●台、●●●を●台所有しており、申請地取得後は、新たに●●●を●台導入
する予定となっております。
６２ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯等の年間従

事日数は、譲受人の●●さんが２００日、●●●の●●さんが２００日、●●さんが
２００日で、世帯等で耕作に必要な日数１５０日を満たしておりますので問題はない
と思われます。以上により農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の
すべてを満たしていると考えます。
６４ページには譲受人 ●●さんの住民票を添付しております。
受付番号２０番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号２０番の担当委員の１２番加藤委員さん
から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします｡」

加藤委員「９月２６日の朝、事務局の樫本さんと一緒に現地を見て参りました。今、
持っておられる方の父親が亡くなって、息子がそれを管理出来ないという判断でこの
案件となりました。現況の畑を見て参りましたけれども、下草は十分刈っており、手
入れはかなり行き届いておりました。このまま引き継げば、十分、耕作は可能である
と判断いたしました。ご審議のほどよろしくお願いします。」

議長「ありがとうございました。ただいま議案第１７号 受付番号１８番から２０番
について、説明、意見をいただきました。ご質疑はございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ございませんので、議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請に
ついての受付番号１８番から２０番は原案どおり決するに異議ございませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議ございませんので、議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請に
ついての受付番号１８番から２０番は原案のとおり決しました。」

７. 議案第１８号について

議長「日程第４ 議案第１８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項
の規定による農用地利用集積等促進計画の意見聴取についてを議題とします。事務局
より議案の朗読、説明をお願いします。」

局長「議案書の６５ページをお願いします。」
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（議案朗読）

議長「議案第１８号について、ご意見ございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「意見がございませんので、議案第１８号について原案どおり決するに異議ござ
いませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がございませんので議案第１８号 農地中間管理事業の推進に関する法律
第19条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画の意見聴取については原案どお
り決定し、町長に回答することに決しました。」

会長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたします。」

（閉会時刻 午後１時５５分）

この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきこと
を証するため署名する。

神山町農業委員会

会 長

３番委員

４番委員


